


ポイント ポイント ポイント ！ 
「後期高齢者医療制度」の 

※今後の動向により、本冊子の内容が変更になる場合が
あります。 

●国保、健保組合、共済組合など、
これまでの医療保険に関係なく、
75歳以上の方全員が対象とな
ります。（一定の障がいがある方
は65歳から対象となります。） 

●被保険者個人単位で、所得など
に応じて保険料を納めます。 

●制度の運営は、都道府県ごとに
設置される「後期高齢者医療広
域連合（広域連合）」が行います。 

くわしくは本文をご覧ください。 

対象となる方 

市町と広域連合の役割 

保険料 

被保険者証 

お医者さんにかかるとき 

所得区分 

入院したときの食事代 

医療費が高額になったとき 

高額医療・高額介護合算制度 

あとから費用が支給される場合 

交通事故にあったとき 

被保険者が亡くなったとき 

適正受診についてのお願い 

ジェネリック医薬品（後発医薬品） 
について正しく知ろう！ 

いきいき元気に暮らすために 
“健康診査”を受けましょう 

こんなときは必ず届け出を 
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対象 対象 対象 となる方 市町 広域連合 市町 広域連合 市町 と 広域連合 の役割 
●75歳以上の方 
●65歳以上75歳未満の方で一定の障がい※があ
る方で、申請により広域連合の認定を受けた方 
どちらかにあてはまるすべての方が対象者です。 

　対象者は、それまで医療を
受けていた国保、健保組合、
共済組合などから後期高齢者
医療制度に移ることになります。 

　後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置
されている広域連合が運営主体（保険者）とな
ります。市町は窓口業務を行います。 

75歳の誕生日当日 

65歳以上75歳未満の方で一定の障がいが
ある方は、広域連合の認定を受けた日 

※一定の障がいとは、主に次に該当する障がいのこ
とをいいます。 

対象となる日 

広域連合の役割 市町の役割 

運営主体（保険者）
となり、 
●保険料の決定 
●医療を受けたとき
の給付 
などを行います。 

●保険料の徴収 
●申請や届け出の受
け付け 
●被保険者証の引き
渡し 
などの窓口業務を行
います。 

届け出はどこにすればいいのですか？ Q
お住まいの市町の窓口に届け出をして
ください。 
広域連合は運営主体であり、窓口業務は市町が行
います。くわしくは市町の担当窓口（裏表紙参照）
にお問い合わせください。 

A

障がいの程度 

身体障害者手帳 

精神障害者保健福祉手帳 ●●1級、2級 

療育手帳 ●●A（重度） 

国民年金法等の障害年金 ●●1級、2級 

●●1級、2級、3級 
●●4級の次のいずれか 
①音声機能、言語機能の著しい
障がい 
②両下肢のすべての指を欠くもの 
③1下肢を下肢の2分の1以上
で欠くもの 
④1下肢の機能の著しい障がい 



保険料 保険料 保険料 
　後期高齢者医療制度では、対象となる被保険
者全員が保険料を納めます。 
　保険料は、被保険者１人当たりいくらと決め
られる「被保険者均等割額」と被保険者の所得
に応じて決められる「所得割額」を合計して、
個人単位で計算されます。 

　被保険者の資格を得た日の前日に健康保険組合、
船員保険、共済組合などの被扶養者だった方は、
保険料の被保険者均等割額のみ賦課され、これ
が9割軽減されます。 

■被扶養者であった方の軽減措置 

【均等割】 
　世帯の所得状況にあわせて下表のとおり軽減
されます。 

■所得の低い方の軽減措置 

【所得割】 
　所得割を負担する方のうち、賦課のもととな
る所得金額（基礎控除後の総所得金額等）が
58万円以下の方については、5割軽減されます。 

被保険者 
均等割額 
47,400円 

所得割額 
被保険者に係る 
基礎控除後の 
総所得金額 
×8.8%

＋ 

佐賀県の 
保険料 

限度額 
50万円 

＝ 

軽減 
割合 

世帯（被保険者および世帯主）の 
総所得金額等 

｢基礎控除（33万円）＋35万円× 
世帯の被保険者数｣を超えない世帯 2割 

5割 
｢基礎控除（33万円）＋24.5万円× 
世帯の被保険者数（被保険者である 
世帯主は除く）｣を超えない世帯 

※基礎控除額などは、税制改正などで今後変わることがあり
ます。 

8.5割 

9割 
｢基礎控除（33万円）｣を超えない世帯で、 
かつ被保険者全員が年金収入80万円以 
下の世帯（その他各種所得がない場合） 

｢基礎控除（33万円）｣を超えない世帯 

（ ） 



被保険者証 被保険者証 被保険者証 
　後期高齢者医療制度では、一人ひとりに被保
険者証を交付します。 
　被保険者証はなくさないように大切に保管し
ましょう。なくしたり破れたりしたときはお住
まいの市町の担当窓口（裏表紙参照）で、再交
付の手続きをしてください。 

保険料の納め方 

　特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通
常の被保険者証より有効期間の短い短期被保険者証
が交付されることがあります。また、滞納が1年以
上続いた場合には被保険者証を返還してもらい、資
格証明書が交付されることがあります。資格証明書
でお医者さんにかかるときには、医療費がいったん
全額自己負担になります。 
　このようなことにならないよう、保険料は納期内
にきちんと納めるようにしましょう。 

■保険料を滞納したとき 

●交付されたら記載内容の確認をして、間違
いがあれば届け出をしましょう。勝手に書
きかえたりすると無効になります。 

●他人との貸し借りは絶対にしないでください。
法律により罰せられます。 

●コピーした被保険者証は使えません。 

 「特定疾患医療受給者証」をお持ちの方は、
受給者証を更新する必要がありますので、県
の保健福祉事務所に速やかに届け出てください。 

※ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料
を合計して、年金額の半分を超える場合、納付書又
は口座振替でお支払いいただきます。 

●年金の受給額が月額1万5千円以上の方は、次
のいずれかの方法により、保険料をお支払いい
ただきます。 

●年金の受給額が月額1万5千円未満の方は、納
付書又は口座振替でお支払いいただきます。 

①2か月ごとに支給される年金からのお支払い。 

※市町の窓口でのお手続きが必要です。 
※世帯主、配偶者等の口座からのお支払いに変更した
場合、これらの方の社会保険料控除となることによっ
て、世帯としての所得税・住民税は減額となる場合
があります。 

②被保険者ご本人、世帯主、配偶者等の方の口座
からの「口座振替」によるお支払い。 



お医者さん お医者さん お医者さん に 所得区分 所得区分 所得区分 
かかるとき 

　所得に応じて、お医者さんにかかったときの
一部負担金の割合などが変わりますので、忘れ
ずに所得の申告をしましょう。 

所得の申告を忘れずに 

 
　現役並み所得者、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の方。 
 

Ⅱ
　世帯の全員が住民税非課税の方で区分Ⅰ以外の方。 
 

Ⅰ 
　世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が
必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万円として
計算）を差し引いたときに0円となる方。 

★区分Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準
負担額減額認定証」が必要となりますので、市町の
担当窓口（裏表紙参照）に申請してください。 

 
　本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が
145万円以上の方。ただし、住民税課税所得が145万
円以上であっても収入の額が次のいずれかに該当する
場合は一般の区分と同様になります。（市町の担当窓
口への申請が必要です。） 

①被保険者が複数いる世帯 

　同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満 

②被保険者が1人の世帯 

　その被保険者の収入額が383万円未満 

③被保険者が1人の世帯であって、同一世帯に70歳以上
75歳未満の方がいる世帯 

　その被保険者及び同一世帯の70歳以上75歳未満の方
の合計収入額が520万円未満 

 

※P9参照 

●一部負担金の割合 

一　般 
（区分Ⅰ、Ⅱを含む） 

現役並み所得者 
（P9参照） 

1割 

3割 

　お医者さんにかかる
ときには、被保険者証
を忘れずに窓口に提示
してください。一部負
担金の割合は、かかっ
た医療費の1割、現役並み所得者※は3割です。 
★被保険者証に一部負担金の割合（1割または3割）

が明記されていますので、ご確認ください。 



入院したとき 入院したとき 入院したとき の食事代 
　入院したときの食事代は、1食当たり下記の
標準負担額を自己負担します。 

■入院時食事代の標準負担額 （1食当たり） 

■食費・居住費の標準負担額 

現役並み所得者、一般 

区分Ⅱ 

260円 

210円 

160円 

100円 区分Ⅰ 

現役並み所得者 
一般 

老齢福祉年金受給者 

区分Ⅱ 

区分Ⅰ 

90日までの入院 

過去1年で90日を超える入院 

※区分Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担
額減額認定証」が必要となりますので、市町の担当窓口
（裏表紙参照）に申請してください。 

※一部医療機関では420円。 
★入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リ
ハビリテーション病棟に入院している患者については、
上記の入院時食事代と同額を負担します（居住費負担は
ありません）。 

療養病床に入院する場合 

１食当たり 
の食費 

460円※ 

210円　 

130円　 

100円　 

320円 

320円 

320円 

0円 

１日当たり 
の居住費 

医療費 医療費 医療費 高額 高額 高額 が に 
なったとき 

　1か月（同じ月内）の医療費の自己負担額が
限度額（P12～13）を超えた場合、申請して
認められると限度額を超えた分が高額療養費と
して支給されます。 
　限度額は外来（個人単位）を適用後に、外来
＋入院（世帯単位）を適用します。また、入院
時の窓口での負担は、外来＋入院（世帯単位）
の限度額までとなります。 
★区分Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・
標準負担額減額認定証」が必要となりますので、
市町の担当窓口（裏表紙参照）に申請してく
ださい。 

所得区分 
（P9参照） 

所得区分（P9参照） 標準負担額 



外来（個人単位） 
外来＋入院 
（世帯単位） 

現役並み 
所得者 

区分Ⅱ 

区分Ⅰ 

一般 

44,400円 
80,100円 

12,000円 

8,000円 

44,400円 

24,600円 

15,000円 

＋１％※１ 

（44,400円）※2

自己負担限度額（月額） 

医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1％を加算します。 
（　）内の金額は、多数該当（過去12か
月に3回以上高額療養費〈世帯単位〉の
支給を受け4回目の支給に該当）の場合
に適用します。 

★75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後
期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それ
ぞれ2分の1ずつとなります。 

※1 
 
※2

所得区分 
（P9参照） 

●同じ世帯内に後期高齢者医療で医療を受ける
方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・
診療科の区別なく合算します。 

●入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド
料などは支給の対象外となります。 

高額療養費の計算のしかた 

　厚生労働大臣が指定する特定疾病（先天性
血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な
慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後
天性免疫不全症候群）の場合の自己負担限
度額（月額）は10,000円です。 
 「特定疾病療養受療証」が必要になりますの
で、市町の担当窓口（裏表紙参照）に申請し
てください。 

厚生労働大臣が指定する特定疾病 



高額医療・高額介護 高額医療・高額介護 高額医療・高額介護 
合算制度 

★平成21年度は給付が行われる初年度のため特例的な取扱
いとして、平成20年4月から平成21年7月末までの16
か月間の限度額が別途設定されています。 

■合算する場合の限度額（年額） 

現役並み所得者 

一般 

区分Ⅱ 

区分Ⅰ 

（毎年8月から翌年7月までの間が対象となります。） 

670,000円 

560,000円 

310,000円 

190,000円 

所得区分（P9参照） 限度額 

　医療費が高額になった世帯に介護保険の受給
者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自
己負担を合算し、下記の限度額を超えた場合、
申請して認められ
ると限度額を超え
た分が高額介護合
算療養費として支
給されます。 

　次のような場合は、いったん全額自己負担し
ますが、市町の担当窓口（裏表紙参照）に申請
して認められると、自己負担分を除いた額があ
とから支給されます。 

あとから費用 あとから費用 あとから費用 が 

●やむを得ない理由で被
保険者証を持たずに受
診したときや、保険診
療を扱っていない医療
機関にかかったとき 

●海外渡航中に治療を受
けたとき（治療目的の
渡航は除く） 

●医師が必要と認めた、
輸血した生血代やコル
セットなどの補装具代
がかかったとき 

●医師が必要と認めた、
はり・きゅう、マッサー
ジなどの施術を受けた
とき 

※緊急の際やむを得ず医師の指示があり、入院・転院などの移
送にかかった費用については、広域連合が必要と認めた場合
に支給されます。 

支給される場合 
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交通事故 交通事故 交通事故 にあったとき 

　被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方
に対して葬祭費30,000円が支給されます。 

被保険者 被保険者 被保険者 が 
亡くなったとき 

　被保険者証、印かん、交通事故証明書（後日で
も可。警察に届け出てもらってください）を持って、
市町の担当窓口（裏表紙参照）で「第三者行為に
よる被害届」の手続きをしてください。 

必ず担当窓口に届け出を 

　交通事故など第三者の行為によってけがや病
気をした場合でも、届け出により後期高齢者医
療で医療を受けることができます。 
　この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、
あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受けとったり示談
を済ませたりすると後
期高齢者医療が使えな
くなることがあります
ので、示談の前に必ず
ご相談ください。 

●休日や夜間に、救急医療機関を受診しよ
うとする際には、平日の時間内に受診す
ることができないか、もう一度考えてみ
ましょう。 

●かかりつけの医師を
持ち、気になること
があったら、まずは
相談しましょう。 

●同じ病気で複数の医療機関を受診するこ
とは、控えましょう。 
　重複する検査や投薬により、かえって体
に悪影響を与えてしまう心配があります。 

●薬が余っているときは、
医師や薬剤師に相談
しましょう。 

　現在、休日や夜間に、軽症の患者さんの救急
医療への受診が増え、緊急性の高い重症の患者
さんの治療に支障をきたしています。必要な方
が安心して医療が受けられるように、医療機関
の受診や薬局での薬の調剤の際には、以下のこ
とに留意しましょう。 

適正受診 適正受診 適正受診 
についてのお願い 



ジェネリック医薬品の使用に関しては、医
師に十分に相談し、指示に従って服用して
ください。 

Q
　ジェネリック医薬品は、最初に作ら
れたお薬（先発医薬品）の特許が切れ
た後に販売される医薬品です。 
　先発医薬品と同等の有効成分・効能・
効果をもつ医薬品ですが、まったく同
一というわけではありません。 
　期待する効能・効果が得
られない場合もあります。 

A

　先発医薬品の開発には通常200億～
500億円またはそれ以上の費用がかか
るといわれています。 
　ジェネリック医薬品は開発費がかか
らないため、安く提供できるのです。 

どのくらいお薬代は安くなるの？ Q
　ジェネリック医薬品に替えると、薬
剤料の負担が3割以上安くなるといわ
れています。しかし、お薬代の負担軽
減の程度は、自己負担の割合や、これ
までのお薬の価格、ジェネリック医薬
品の種類（銘柄）などによって異なり
ます。 

A

Q

Aジェネリック医薬品とは？ Q

A

どうして安くなるの？ Q

A

すべてのお薬にジェネリック医薬品は
あるの？ 
　すべてのお薬にジェネリック医薬品
があるとは限りません。ジェネリック
医薬品を希望される場合は、希望カー
ドを診察券と一緒に提出し、直接、医
師に相談してください。 

ジェネリック医薬品 ジェネリック医薬品 ジェネリック医薬品 

について正しく知ろう！ 
（後発医薬品） 
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　お薬は、患者さんの体質や他のお薬
との組み合わせなどにより、患者さん
の治療に適切なのか判断が難しいこと
もあります。ジェネリック医薬品につ
いて、少し学んでみませんか？ 
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は必ず届け出を 

こんなとき 届け出に必要なもの 

一定の障がいがある
65歳以上75歳未満
の方で、被保険者と
して認定を受けよう
とするとき 

①国民年金証書・
身体障害者手帳
等・医師の診断
書のいずれかの
書類 
②印かん 

①被保険者証 
②印かん 

①被保険者証 
②印かん 

①印かん 

生活保護を受けるよ
うになったり、医療
保険の資格を失った
りしたとき 

転出・ 
転居 

転入 

①亡くなった方の被
保険者証 
②印かん 

被保険者が亡くなっ
たとき 

住所が 
変わっ 
たとき ●内容 

問診・身体計測（腹囲、身長、体重等） 
血圧測定・尿検査（糖、蛋白） 
血液検査（血糖・脂質・肝機能）など 

●日程・場所 
　市町によって、実施時間・場所、受診
方法が異なりますので、詳しくは、お住
まいの市町の担当窓口（裏表紙参照）へ
お問い合わせください。 

●自己負担額 
無料 

いきいき元気に暮ら 
すために 
を受けましょう 

“健康診査” “健康診査” “健康診査” 

※糖尿病などの生活習慣病により受診中（服薬治療中）で、
定期的に検査をされている方は受診の必要はありません。
かかりつけ医にご相談ください。 

　健康診査の結果は、“今あなたのからだの中に
起きていること”を伝えてくれます。 
　高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、自覚症
状がなく重症化し、突然、脳卒中や心筋梗塞な
どに至ることがあります。 
　ぜひ、健康診査を年1回すす
んで受けて、健康管理に努めま
しょう。 
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